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衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
児
童
相
談
所
の
「
一
時
保
護
」
と
「
乳
幼
児
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
症
候
群
」
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に

よ
る
子
ど
も
の
心
の
診
療
に
関
す
る
診
療
体
制
確
保
、
専
門
的
人
材
育
成
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
子
ど
も
虐

待
対
応
医
師
の
た
め
の
子
ど
も
虐
待
対
応
・
医
学
診
断
ガ
イ
ド
の
中
で
、
乳
幼
児
揺
さ
ぶ
ら
れ
症
候
群
（
以
下
「
Ｓ
Ｂ
Ｓ
」

と
い
う
。
）
の
「
医
学
的
診
断
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
、
「
三
主
徴
（
硬
膜
下
血
腫
・
網
膜
出
血
・
脳
浮
腫
）
が
揃
っ
て

い
て
、
三
ｍ
以
上
の
高
位
落
下
事
故
や
交
通
事
故
の
証
拠
が
な
け
れ
ば
・
・
・
Ｓ
Ｂ
Ｓ
・
・
・
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高

い
」
、
「
硬
膜
下
血
腫
と
Ｓ
Ｂ
Ｓ
・
・
・
に
特
徴
的
と
さ
れ
る
眼
所
見
（
鋸
状
縁
に
及
ぶ
ほ
ど
広
汎
で
多
発
性
・
多
層
性
・

多
形
性
の
網
膜
出
血
、
網
膜
ひ
だ
、
網
膜
分
離
症
）
が
あ
れ
ば
、
Ｓ
Ｂ
Ｓ
・
・
・
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
」
等
と
さ

れ
、
硬
膜
下
血
腫
が
Ｓ
Ｂ
Ｓ
の
可
能
性
が
高
い
特
徴
的
な
所
見
の
一
つ
と
し
て
共
通
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え

て
記
載
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一



児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
「
児
童
相
談
所
長
は
・
・
・

児
童
の
安
全
を
迅
速
に
確
保
し
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
、
又
は
児
童
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他

の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
児
童
の
一
時
保
護
を
行
」
う
こ
と
等
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
児
童
の
安
全
を
確
保
し
適
切

な
保
護
を
図
る
観
点
か
ら
、
お
尋
ね
の
記
載
は
適
切
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
児
童
（
児
童
福
祉
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
安
全
を
迅
速
に

確
保
し
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
、
適
切
に
一
時
保
護
を
行
い
、
児
童
虐
待
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
児
童
等
及
び
保

護
者
の
状
況
等
の
調
査
及
び
診
断
を
行
い
、
総
合
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
一
時
保
護
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
時
点
で
は
、
子
ど
も
虐
待
対

応
の
手
引
き
に
つ
い
て
（
平
成
十
一
年
三
月
二
十
九
日
付
け
児
企
第
十
一
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
企
画
課
長
通
知
）
に
お
け

二



る
Ｓ
Ｂ
Ｓ
に
関
す
る
記
載
を
見
直
す
考
え
は
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
、
直
近
五
年
間
の
件
数
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
八
年
九
月
に
厚
生
労
働
省
が
行
っ

た
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
へ
の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二

十
八
年
四
月
か
ら
同
年
七
月
ま
で
の
四
か
月
間
に
お
い
て
、
二
か
月
を
超
え
て
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
等
が
親
権

者
等
の
意
に
反
す
る
場
合
の
都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
の
長
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
児
童
福
祉
審
議
会
（
児
童
福
祉
法
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
審
議
会
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
へ
の
意
見
聴
取
を
行
っ
た
件
数
は
百
九
十
七
件
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
児
童
福
祉
審
議
会
に
お
い
て
延
長
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
も
の
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

児
童
福
祉
審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
審
議
内
容
に
応
じ
て
、
公
開
の
是
非
を
適
切
に
判

断
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
一
時
保
護
の
一
層
の
適
正
性
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
、
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
虐
待
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
九
号
）
に
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

現
在
、
一
時
保
護
の
適
正
性
を
担
保
す
る
た
め
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
、
一
時
保
護
を
開
始
し
た

日
か
ら
二
か
月
を
超
え
て
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
等
が
親
権
者
等
の
意
に
反
す
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
等

は
、
児
童
福
祉
審
議
会
へ
の
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
手
続
を
経
て
、
一
時
保
護

は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四


